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○薩摩川内市一般住宅条例  

平成１６年１０月１２日  

条例第２８４号  

目次  

第１章 総則（第１条・第２条）  

第２章 一般住宅の設置（第３条）  

第３章 一般住宅の管理（第４条―第３３条）  

第４章 駐車場の管理（第３４条）  

第５章 雑則（第３５条―第４５条）  

第６章 罰則（第４６条）  

附則  

第１章 総則  

（趣旨）  

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２の

規定に基づき、一般住宅及び共同施設の設置及び管理について、必要な事項を

定めるものとする。  

（定義）  

第２条 この条例において「一般住宅」とは、公営住宅法（昭和２６年法律第１

９３号）に規定する公営住宅以外の住宅で、市が建設し、買取り又は借り上げ

たもの及びその附帯施設で、次に定めるところによる。  

（１） 一般向住宅 地域に定住し就労する者等の生活安定及び地域の活性化

を図るために設置した世帯向住宅及び単身向住宅をいう。  

（２） 高齢者等向住宅 高齢者、寡婦、寡夫及び身体障害者等で特に居住の

安定を図る必要がある者に対して設置した住宅をいう。  

（３） 共同施設 一般住宅入居者の共同の福祉のために必要な施設をいう。  

（４） 一般住宅建替事業 現に存する一般住宅及び共同施設の建替えをい

う。  

第２章 一般住宅の設置  

（設置）  

第３条 一般住宅の名称及び位置は、別表第１のとおりとする。  

第３章 一般住宅の管理  

（入居者の公募の方法）  

第４条 市長は、一般住宅の入居者の公募を次に掲げる方法のうち２以上の方法

によって行うものとする。  
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（１） 新聞広告  

（２） 市の広報紙への掲載  

（３） 適当な場所における掲示  

（４） 前３号に掲げるもののほか、区域内の住民が周知できるような適当な

方法  

２ 前項の公募は、一般住宅の場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方

法、入居時期その他必要な事項を示して行うものとする。  

（公募の例外）  

第５条 市長は、次に掲げる理由のある者を、公募を行わず、一般住宅に入居さ

せることができる。  

（１） 災害による住宅の滅失  

（２） 不良住宅の撤去  

（３） 一般住宅の借上げに係る契約の終了  

（４） 一般住宅建替事業による一般住宅の除却  

（５） 都市計画事業その他各種事業の施行による一般住宅の除却  

（６） 現に一般住宅に入居している者で、市長が特別の事情があると認めた

もの  

（入居者資格）  

第６条 一般住宅に入居することができる者は、次の条件を具備するものでなけ

ればならない。ただし、市長が特別の事情があると認めた者は、この限りでな

い。  

（１） 次に掲げる一般住宅の区分に応じ、それぞれに掲げる者であること。  

ア 世帯向住宅 現に同居し、又は同居しようとする親族（婚姻の届出をし

ていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含

む。以下同じ。）がある者  

イ 単身向住宅 独立の生計を営む独身者又は単身者  

ウ 高齢者等向住宅 入居申込み時点において満６０歳以上の高齢者、寡

婦、寡夫、身体障害者等  

（２） 災害、不良住宅の撤去その他の特別な事情がある場合において、一般

住宅に入居させることが適当である者として市長が認めるものであること。  

（３） 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。  

（４） 市町村税等を滞納していない者であること。ただし、市長が一般住宅

の入居についてやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。  

（５） その者並びに現に同居し、及び同居しようとする親族が暴力団員によ
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る不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号

に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。  

（６） 前各号に掲げるもののほか、規則で定める者であること。  

（入居の申込み及び入居決定通知）  

第７条 一般住宅に入居しようとする者は、規則で定めるところにより、市長に

入居の申込みをしなければならない。  

２ 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者を一般住宅の入居者として

決定したときは、当該入居者として決定した者（以下「入居決定者」とい

う。）にその旨を通知するものとする。  

３ 市長は、借上げに係る一般住宅の入居者を決定したときは、当該入居者に対

し、当該一般住宅の借上げの期間の満了時に当該一般住宅を明け渡さなければ

ならない旨を通知しなければならない。  

（入居者の選考）  

第８条 入居の申込みを受理した戸数が一般住宅の戸数を超える場合において

は、公開抽せんその他公平な方法により入居者を選考するものとする。  

（入居者の選考の特例）  

第９条 市長は、第６条に規定する者について、特別の理由があると認めるもの

であって、速やかに一般住宅に入居することを必要としているものについて

は、前条の規定にかかわらず、市長が割り当てた一般住宅に優先的に選考し

て、入居させることができる。  

（入居補欠者）  

第１０条 市長は、前２条の規定により一般住宅の入居者を選考する場合におい

ては、入居決定者のほかに、入居順位を定めて、必要と認める数の入居補欠者

を決定するものとする。  

２ 市長は、次条第６項の規定により入居の決定を取り消したとき、又は一般住

宅に入居している者が当該一般住宅を明け渡したときは、前項の入居補欠者の

うちから入居順位に従い、一般住宅の入居者を決定するものとする。  

３ 第１項の入居補欠者としての有効期限は、市長がその都度定める。  

（入居の手続）  

第１１条 入居決定者は、第７条第２項の規定による通知があった日から１０日

以内に、次に掲げる手続（以下「入居手続」という。）をしなければならな

い。  

（１） 入居決定者と同程度以上の所得を有する者で、市長が適当と認める連

帯保証人（以下「連帯保証人」という。）の連署する請書を提出すること。  
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（２） 第１８条第１項の規定により敷金を納付すること。  

（３） 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類を提出するこ

と。  

２ 入居決定者は、やむを得ない事情により入居手続を前項に規定する期間内に

することができないときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認

を得て、市長が別に指示する期間内に入居手続をしなければならない。  

３ 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、第１項第１号の請書に連

帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。  

４ 市長は、入居決定者が入居手続をしたときは、当該入居決定者に対して、速

やかに入居可能日を通知するものとする。  

５ 入居決定者（同居し、又は同居しようとする親族を含む。次項において同

じ。）は、前項の入居可能日から１０日以内（婚姻の予約者にあっては３箇月

以内、特別の事情があると市長が認める者にあっては市長が別に指示する日ま

で）に入居しなければならない。  

６ 市長は、入居決定者が第１項若しくは第２項に規定する期間内に入居手続を

しないとき、又は前項に規定する期間内に入居しないときは、当該入居決定者

の入居の決定を取り消すことができる。  

（連帯保証人の変更等）  

第１２条 一般住宅の入居者は、連帯保証人が次の各号のいずれかに該当するこ

ととなったときは、速やかに当該連帯保証人を変更し、市長の承認を得なけれ

ばならない。  

（１） 死亡したとき。  

（２） 破産、失職その他の理由により保証能力を有しなくなったとき。  

（３） 住所又は居所が不明になったとき。  

（４） 後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。  

（５） 一般住宅の入居者に代わって負担した額が極度額（民法（明治２９年

法律第８９号）第４６５条の２第１項に規定する極度額をいう。）に達した

とき。  

（６） 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めてその変更を認めたと

き。  

２ 一般住宅の入居者は、連帯保証人の住所、氏名又は勤務先に変更があったと

きは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。  

（同居の承認）  

第１３条 一般住宅の入居者は、当該入居者の入居の際に同居した親族以外の者
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を同居させようとするときは、規則で定めるところにより市長の承認を得なけ

ればならない。ただし、規則で定める者については、この限りでない。  

２ 市長は、前項の規定により同居させようとする者が暴力団員であるときは、

同項本文の承認をしてはならない。  

（入居者の地位の承継）  

第１４条 一般住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時

又は退去時に当該入居者と同居していた者は、当該一般住宅に引き続き居住す

ることを希望するときは、規則で定めるところにより、市長の承認を得て、当

該入居者の地位を承継することができる。  

２ 一般住宅の入居者が同居の親族の扶養を受けることとなった場合その他当該

入居者について特別の事情があると市長が認める場合には、当該同居の親族

は、市長の承認を得て、当該入居者の地位を承継することができる。  

３ 市長は、前２項の場合において、入居者の地位を承継しようとする者が暴力

団員であるときは、前２項の承認をしてはならない。  

（家賃の決定及び変更）  

第１５条 一般住宅の家賃（以下「家賃」という。）は、別表第１のとおりとす

る。  

２ 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、家賃を変更することができ

る。  

（１） 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。  

（２） 住宅相互の間における家賃の均衡上必要があると認めるとき。  

（３） 一般住宅について改良を施したことに伴い家賃を変更する必要がある

と認めるとき。  

（家賃の減免又は徴収猶予）  

第１６条 市長は、次に掲げる特別の事情がある場合において特に必要があると

認めるときは、家賃を減額し、若しくは免除し、又はその徴収を猶予すること

ができる。  

（１） 一般住宅の入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。  

（２） 一般住宅の入居者又は同居者が病気にかかっているとき。  

（３） 一般住宅の入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。  

（４） 前３号に掲げるもののほか、前３号に準ずる特別の事情があるとき。  

（家賃の納付）  

第１７条 家賃は、第１１条第４項の入居可能日から一般住宅を明け渡した日

（第２８条第１項の規定による明渡しの請求があったときは明渡しの期限とし
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て市長が定めた日又は明け渡した日のいずれか早い日、第３３条第１項の規定

による明渡しの請求があったときは当該請求があった日）まで徴収する。  

２ 家賃は、毎月末日（１２月分にあっては、翌年の１月４日）までにその月分

を納付しなければならない。ただし、月の中途で一般住宅を明け渡す場合は、

当該明け渡す日までにその月分を納付しなければならない。  

３ 前項に規定する期限が民法第１４２条に規定する休日又は土曜日に当たると

きは、これらの日の翌日を当該期限とみなす。  

４ 入居者が新たに一般住宅に入居した場合又は一般住宅を明け渡した場合にお

いて、その月の使用期間が１箇月に満たないときは、その月の家賃は、日割計

算による。  

５ 一般住宅の入居者が第３２条第１項に規定する手続を経ないで当該一般住宅

を立ち退いたときは、第１項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定

し、その日までの家賃を徴収する。  

（敷金）  

第１８条 市長は、一般住宅の入居者から入居時における３箇月分の家賃に相当

する金額の範囲において敷金を徴収するものとする。  

２ 市長は、第１６条各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合において特

に必要があると認めるときは、前項の敷金を減額し、若しくは免除し、又はそ

の徴収を猶予することができる。  

３ 第１項の敷金は、一般住宅の入居者が当該一般住宅を明け渡したとき、又は

入居手続をした入居決定者が第１１条第５項に規定する期間内に入居しないた

め入居の決定を取り消されたときに、これを還付する。ただし、未納の家賃、

第３３条の金銭又は損害賠償金があるときは、当該敷金のうちからこれらを控

除した額を還付する。  

４ 前項の場合において、当該敷金の額が当該未納の家賃、第３３条の金銭又は

損害賠償金の額に満たないときは、入居者は、直ちにその不足額を納入しなけ

ればならない。  

５ 第３項の規定により敷金を還付する場合には、これに利息を付さない。  

（敷金の運用等）  

第１９条 市長は、敷金を安全確実な方法で運用しなければならない。  

２ 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充

てる等一般住宅の入居者の共同の利便のために使用するものとする。  

（修繕費用の負担）  

第２０条 一般住宅及び共同施設の修繕に要する費用（次条第４号に掲げる費用
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を除く。）は、市の負担とする。  

２ 一般住宅の入居者の責めに帰すべき理由により前項に規定する修繕の必要が

生じたときは、同項の規定にかかわらず、当該入居者は、市長の選択に従い、

修繕し、又はその費用を負担しなければならない。  

３ 前２項の規定にかかわらず、借り上げて設置する一般住宅の修繕費用につい

ては、市長が別に定める。  

（入居者の費用負担義務）  

第２１条 次に掲げる費用は、一般住宅の入居者の負担とする。ただし、第４号

に掲げる費用のうち、一般住宅建替事業により除却すべき一般住宅の除却前の

最終の入居者が当該一般住宅建替事業の施行に伴い住居を移転した場合におい

て、市長がその者に負担させることが適当でないと認める費用については、こ

の限りでない。  

（１） 電気、ガス、水道及び下水道の使用料（共用部分に係るものを含

む。）  

（２） 汚物及びごみの処理に要する費用  

（３） 共同施設、給水施設及び汚水処理施設の維持管理に要する費用  

（４） 畳の表替え、ふすまの張替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及

び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費

用  

（入居者の保管義務等）  

第２２条 一般住宅の入居者は、当該一般住宅又は共同施設の使用について必要

な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。  

２ 一般住宅の入居者の責めに帰すべき理由により当該一般住宅又は共同施設を

滅失し、又は損傷したときは、当該入居者は、市長の選択に従い、これを原形

に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。  

第２３条 一般住宅の入居者は、周辺の環境を乱し、又は他の入居者に迷惑を及

ぼす行為をしてはならない。  

第２４条 一般住宅の入居者は、当該一般住宅を引き続き１箇月以上使用しない

ときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。  

第２５条 一般住宅の入居者は、当該一般住宅を他の者に貸し、又はその入居の

権利を他の者に譲渡してはならない。  

第２６条 一般住宅の入居者は、当該一般住宅の用途を変更してはならない。た

だし、市長が特別な理由があると認めて承認をしたときは、当該一般住宅の一

部を他の用途に併用することができる。  



8/27 

第２７条 一般住宅の入居者は、当該一般住宅を模様替えし、若しくは増築し、

又は当該一般住宅の敷地内に工作物を設置してはならない。ただし、原状回復

又は撤去が容易である場合において、市長が特別な理由があると認めて承認し

たときは、この限りでない。  

２ 市長は、前項の承認をするに当たり、一般住宅の入居者が当該一般住宅を明

け渡すときに当該入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべき旨の条件を付す

るものとする。  

３ 一般住宅の入居者は、第１項ただし書の承認を得ずに当該一般住宅を模様替

えし、若しくは増築し、又は当該一般住宅の敷地内に工作物を設置したとき

は、速やかに自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。  

（一般住宅建替事業による明渡しの請求等）  

第２８条 市長は、一般住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるとき

は、除却しようとする一般住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明渡しを

請求することができるものとする。  

２ 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やか

に当該一般住宅を明け渡さなければならない。  

（新たに整備される一般住宅への入居等）  

第２９条 市長は、一般住宅建替事業により除却すべき一般住宅の除却前の最終

の入居者で、３０日を下らない範囲内で当該入居者ごとに市長が別に定める期

間内において市長が別に定めるところにより当該事業により新たに整備される

一般住宅への入居を希望する旨を申し出たものを、当該一般住宅に入居させる

ことができる。  

（一般住宅建替事業に係る家賃の特例）  

第３０条 市長は、前条の申出により一般住宅の入居者を新たに整備された一般

住宅に入居させる場合において、新たに入居する一般住宅の家賃が従前の一般

住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必

要があると認めるときは、当該入居者の家賃を減額するものとする。  

（一般住宅の用途の廃止による他の一般住宅への入居の際の家賃の特例）  

第３１条 市長は、一般住宅の用途の廃止による一般住宅の除却に伴い当該一般

住宅の入居者を他の一般住宅に入居させる場合において、新たに入居する一般

住宅の家賃が従前の一般住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の

居住の安定を図るため必要があると認めるときは、当該入居者の家賃を減額す

るものとする。  

（住宅の検査等）  
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第３２条 一般住宅の入居者は、当該一般住宅を明け渡そうとするときは、その

７日前までに市長に届け出て、市長が指定した者の検査を受けなければならな

い。  

２ 一般住宅の入居者は、第２７条第１項ただし書の規定により当該一般住宅を

模様替えし、若しくは増築し、又は当該一般住宅の敷地内に工作物を設置した

ときは、前項の検査の日（同項の規定による届出をしないで立ち退いた者にあ

っては、第１７条第５項の規定により市長が認定する日）までに、自己の費用

で原状回復又は撤去を行わなければならない。  

（住宅の明渡しの請求）  

第３３条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、一般住宅の

入居者に対し、当該一般住宅の明渡しを請求することができる。  

（１） 一般住宅の入居者が不正の行為により入居したとき。  

（２） 一般住宅の入居者が家賃を３箇月以上滞納したとき。  

（３） 一般住宅の入居者が一般住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。  

（４） 一般住宅の入居者が正当な理由によらないで１箇月以上一般住宅を使

用しないとき。  

（５） 一般住宅の入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。  

（６） 一般住宅の入居者が第１３条、第１４条、第２２条又は第２４条から

第２７条までの規定に違反したとき。  

（７） 一般住宅の入居者が第２３条の規定に違反する行為をし、その是正の

ための市長の指示に従わなかったとき。  

（８） 市による借上げに係る一般住宅にあっては、当該一般住宅の借上げの

期間が満了するとき。  

２ 前項の規定により一般住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該

一般住宅を明け渡さなければならない。この場合において、当該入居者は、市

長の定めるところにより、明け渡しの請求を受けた日の翌日から明け渡した日

までの家賃の額の２倍に相当する額の金銭を納付しなければならない。  

３ 市長は、一般住宅が第１項第８号の規定に該当することにより同項の請求を

行う場合には、当該請求を行う日の６箇月前までに、当該一般住宅の入居者に

その旨を通知しなければならない。  

４ 市長は、一般住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該一般住宅の

賃貸人に代わって、当該一般住宅の入居者に、借地借家法（平成３年法律第９

０号）第３４条第１項の通知をすることができる。  

第４章 駐車場の管理  
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（駐車場の使用者資格等）  

第３４条 一般住宅の共同施設として整備された駐車場（以下「駐車場」とい

う。）を使用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者であっ

て自ら使用するため駐車場を必要とするものでなければならない。  

（１） 一般住宅の入居者又はその同居者  

（２） 前号の入居者又は同居者の許可を受けた者  

２ 市長は、前項各号に掲げる者又は市長が別に定める者が駐車場の管理を目的

として組織する団体で市長が適当と認めるものに対して、駐車場の使用を許可

することができる。  

３ 駐車場の使用料は、別表第２のとおりとする。  

４ 市長は、特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、駐車場

の使用料を減額し、若しくは免除し、又はその徴収を猶予することができる。  

５ 駐車場の使用手続その他駐車場の使用に関し必要な事項は、市長が別に定め

る。  

第５章 雑則  

（住宅管理人）  

第３５条 市長は、一般住宅の管理に関する事務を補助させるため、住宅管理人

を置くことができる。  

２ 住宅管理人は、市長が指定する者の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等

一般住宅の入居者との連絡の事務を行う。  

３ 前２項に規定するもののほか、住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定め

る。  

（立入検査）  

第３６条 市長は、一般住宅の管理上必要があると認めるときは、市長が指示し

た者に一般住宅の検査をさせ、又は一般住宅の入居者に対して適当な指示をさ

せることができる。  

２ 前項の検査において、現に使用している一般住宅に立ち入るときは、あらか

じめ当該一般住宅の入居者の承諾を得なければならない。  

３ 第１項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証明書を携帯し、関

係人の請求があったときは、これを提示しなげればならない。  

（指定管理者による管理）  

第３７条 一般住宅及び共同施設（以下「一般住宅等」という。）の管理は、地

方自治法第２４４条の２第３項の規定により、法人その他の団体であって市長

が指定するもの（以下「指定管理者」という。）に行わせるものとする。  
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（指定管理者が行う業務）  

第３８条 指定管理者が行う一般住宅等の管理に関する業務は、次のとおりとす

る。  

（１） 一般住宅の入居者の公募並びに入居及び退去に関する業務  

（２） 一般住宅等の維持管理及び修繕に関する業務  

（３） 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務  

（指定管理者の指定の申請）  

第３９条 指定管理者の指定を受けようとするものは、一般住宅等の管理に関す

る事業計画書（以下「事業計画書」という。）その他規則で定める書類を添え

て、市長に提出しなければならない。  

（指定管理者の指定）  

第４０条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準を総

合的に審査し、一般住宅等の設置の目的を最も効果的に達成することができる

と認めたものを指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定する

ものとする。  

（１） 事業計画書の内容が一般住宅の入居者の平等かつ安全な利用を確保で

きるものであること。  

（２） 事業計画書の内容が一般住宅等の適切な維持管理を図ることができる

ものであるとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。  

（３） 指定を受けようとするものが、事業計画書に沿った管理を安定して行

う物的能力及び人的能力を有するものであること。  

（４） 前３号に掲げるもののほか、市長が別に定める基準  

（事業報告書の作成及び提出）  

第４１条 指定管理者は、毎年度終了後３０日以内に、次に掲げる事項を記載し

た事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中

において第４３条第１項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消

された日から起算して３０日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を

提出しなければならない。  

（１） 一般住宅等の管理に関する業務の実施状況及び使用状況  

（２） 一般住宅等の管理に係る経費の収支状況  

（３） 前２号に掲げるもののほか、指定管理者による一般住宅等の管理の実

態を把握するため市長が必要と認める事項  

（業務報告の聴取等）  

第４２条 市長は、一般住宅等の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、
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その管理に関する業務又は経理の状況について定期に若しくは必要に応じて臨

時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。  

（指定管理者の指定の取消し等）  

第４３条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者

の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することが適当

でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理に関する

業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。  

２ 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理に関する業務の全

部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、

市長はその賠償の責めを負わない。  

（個人情報の取扱い）  

第４４条 指定管理者は、一般住宅等の管理に関する業務について知り得た個人

情報（個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）第２条第１項

に規定する個人情報をいう。以下この条において同じ。）の漏えい、滅失又は

き損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければ

ならない。  

２ 前項の業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り

得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはな

らない。  

（委任）  

第４５条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。  

第６章 罰則  

第４６条 一般住宅の入居者が偽りその他不正の行為により家賃の徴収を免れた

ときは、その徴収を免れた金額の５倍に相当する金額（当該５倍に相当する金

額が５万円を超えないときは、５万円とする。）以下の過料に処する。  

附 則  

（施行期日）  

１ この条例は、平成１６年１０月１２日から施行する。  

（経過措置）  

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）の前日までに、合併前の川

内市一般住宅条例（平成１６年川内市条例第６号）、樋脇町一般町営住宅管理

条例（平成９年樋脇町条例第４１号）、一般町営住宅管理条例（昭和４４年東

郷町条例第１６号）、一般町営住宅使用料徴収条例（昭和４４年東郷町条例第

１７号）、東郷町まちづくり促進町営住宅の設置及び管理に関する条例（平成
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８年東郷町条例第１９号）、東郷町まちづくり促進町営住宅使用条例（平成８

年東郷町条例第２０号）、祁答院町独身者住宅の設置及び管理に関する条例

（昭和６２年祁答院町条例第６号）、祁答院町独身者住宅使用条例（昭和６２

年祁答院町条例第７号）、祁答院町一般住宅の設置及び管理に関する条例（平

成２年祁答院町条例第９号）、祁答院町一般住宅使用条例（平成２年祁答院町

条例第１０号）、里村民住宅の設置及び管理に関する条例（平成３年里村条例

第７号）、老人向住宅の設置及び管理に関する条例（昭和４５年上甑村条例第

１号）、賃貸借住宅の管理及び使用料徴収条例（平成２年上甑村条例第２０

号）、上甑村ふるさと住宅の設置及び管理に関する条例（平成５年上甑村条例

第５号）、下甑村単身者向住宅の設置及び管理に関する条例（平成５年下甑村

条例第２１号）、下甑村漁業従事アイターン者用住宅の設置及び管理に関する

条例（平成１２年下甑村条例第１９号）又は鹿島村民住宅の設置及び管理に関

する条例（平成４年鹿島村条例第７号）（以下これらを「合併前の条例」とい

う。）の規定により入居補欠者又は入居決定者となった者については、入居補

欠者の有効期間又は入居決定者の入居期限は、なお合併前の条例の例による。  

３ 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他

の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。  

４ 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の

条例の例による。  

附 則（平成１７年３月３１日条例第３７号）  

この条例は、平成１７年４月１日から施行する。  

附 則（平成１７年１０月１日条例第７１号）  

この条例は、公布の日から施行する。  

附 則（平成１７年１２月２７日条例第７５号）抄  

（施行期日）  

１ この条例は、公布の日から施行する。  

（経過措置）  

２ 薩摩川内市在宅介護支援センター条例、薩摩川内市特別養護老人ホーム鹿島

園条例、薩摩川内市高齢者福祉施設条例、薩摩川内市高齢者福祉センター条

例、薩摩川内市生活支援ハウス条例、薩摩川内市サン・アビリティーズ川内条

例、薩摩川内市営墓地条例、薩摩川内市葬斎場条例、薩摩川内市共同納骨堂条

例、薩摩川内市地域特産品直売所条例、薩摩川内市農産物加工センター条例、

薩摩川内市農村水辺修景施設条例、薩摩川内市祁答院地域資源活用交流体験施

設条例、薩摩川内市農村研修館、農村生活センター等条例、薩摩川内市市民ふ
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れあい農園施設条例、薩摩川内市塔之原一区多目的集会施設条例、薩摩川内市

観光船・水中展望船条例、薩摩川内市入来観光施設条例、薩摩川内市営住宅条

例、薩摩川内市一般住宅条例、薩摩川内市特定公共賃貸住宅条例及び薩摩川内

市障害者福祉作業所条例の規定に基づき管理をし、又は管理を委託している場

合に、当該施設については、地方自治法の一部を改正する法律（平成１５年法

律第８１号。以下「改正後の地方自治法」という。）の施行の日から起算して

３年を経過する日（その日前に改正後の地方自治法第２４４条の２第３項の規

定に基づき当該公の施設の管理に係る指定をした公の施設にあっては、当該指

定の日の前日）までの間は、なお従前の例による。  

附 則（平成１７年１２月２７日条例第８５号）  

この条例は、公布の日から施行する。  

附 則（平成１８年３月３０日条例第３０号）  

この条例は、公布の日から施行する。  

附 則（平成１８年７月６日条例第６７号）  

この条例は、公布の日から施行する。  

附 則（平成１９年３月２８日条例第２９号）  

この条例は、公布の日から施行する。  

附 則（平成２０年３月３１日条例第２５号）  

この条例は、平成２０年４月１日から施行する。  

附 則（平成２０年９月２６日条例第４８号）  

この条例は、公布の日から施行する。  

附 則（平成２１年７月３日条例第２６号）  

この条例は、公布の日から施行する。  

附 則（平成２２年７月２日条例第３０号）  

この条例は、平成２２年８月１日から施行する。  

附 則（平成２２年１２月２７日条例第４９号）  

この条例は、平成２３年１月１日から施行する。  

附 則（平成２３年３月２５日条例第２０号）  

この条例は、平成２３年４月１日から施行する。  

附 則（平成２３年３月２５日条例第２１号）  

この条例は、平成２３年４月１日から施行する。  

附 則（平成２３年９月２６日条例第３３号）  

この条例は、公布の日から施行する。  

附 則（平成２４年３月２８日条例第２２号）  
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この条例は、平成２４年４月１日から施行する。  

附 則（平成２４年６月２９日条例第３３号）  

この条例は、平成２４年７月１日から施行する。ただし、別表に黒木一般住宅

の項を加える改正規定は、平成２４年９月１日から施行する。  

附 則（平成２４年１２月２５日条例第５５号）  

この条例は、平成２５年１月１日から施行する。  

附 則（平成２５年３月２９日条例第３８号）  

この条例は、平成２５年４月１日から施行する。  

附 則（平成２５年７月８日条例第４９号）  

この条例は、公布の日から施行する。  

附 則（平成２５年９月２５日条例第５５号）  

この条例は、平成２５年１０月１日から施行する。  

附 則（平成２５年１２月２４日条例第７１号）  

この条例は、平成２６年１月１日から施行する。  

附 則（平成２６年７月７日条例第２３号）  

この条例は、平成２６年８月１日から施行する。  

附 則（平成２７年７月６日条例第４４号）  

この条例は、公布の日から施行する。  

附 則（平成２８年７月１１日条例第４４号）  

この条例は、平成２８年８月１日から施行する。  

附 則（平成２８年１２月２６日条例第５６号）  

この条例は、平成２９年１月１日から施行する。  

附 則（平成２９年７月１０日条例第２９号）  

この条例は、平成２９年８月１日から施行する。  

附 則（平成２９年１２月２５日条例第４０号）  

この条例中別表立山一般住宅の項の改正規定は公布の日から、その他の改正規

定は平成３０年１月１日から施行する。  

附 則（平成３０年３月２６日条例第１７号）  

この条例は、平成３０年４月１日から施行する。  

附 則（平成３０年９月１９日条例第３９号）  

この条例は、公布の日から施行する。  

附 則（平成３１年３月２６日条例第１６号）  

この条例は、平成３１年４月１日から施行する。  

附 則（令和元年７月９日条例第１１号）  
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この条例は、公布の日から施行する。  

附 則（令和元年９月２６日条例第２５号）  

この条例は、公布の日から施行する。  

附 則（令和２年３月２７日条例第１４号）  

この条例は、令和２年４月１日から施行する。  

附 則（令和２年１２月２４日条例第４２号）  

この条例は、令和３年４月１日から施行する。  

附 則（令和３年３月２５日条例第１３号）  

この条例は、令和３年４月１日から施行する。  

附 則（令和４年３月２５日条例第１５号）  

この条例は、令和４年４月１日から施行する。  

附 則（令和５年３月２４日条例第４号）抄  

（施行期日）  

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。  

附 則（令和５年３月２４日条例第１８号）  

この条例は、令和５年４月１日から施行する。  

別表第１（第３条、第１５条関係）  

名称  種別  所在地  構造  棟数  戸数  １戸

当た

り面

積（ m

２）  

月額家

賃

（円）  

建設年度  備考  

久見崎

一般住

宅  

一般

向  

久見崎町４

４０番地  

木造２階建  １  ２  ７

９．

４  

２５，

２００  

平成１５

年度  

  

樋脇諏

訪原住

宅  

一般

向  

樋脇町塔之

原８６７７

番地７  

木造平家建  １  １  ６

０．

３  

１１，

０００  

昭和５０

年度  

 

下之湯

住宅  

高齢

者等

向  

樋脇町市比

野２４７２

番地１  

木造平家建  １  ２  ４

８．

８  

１５，

０００  

平成５年

度  

  

湯之元

住宅  

高齢

者等

樋脇町市比

野８２４番

木造平家建  １  １  ４

８．

１５，

０００  

平成５年

度  
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向  地１  ８  

八重住

宅  

一般

向  

入来町浦之

名４４９４

番地４  

簡易耐火構

造平家建  

１  １  ５

２．

７  

７，３

００  

昭和５２

年度  

  

藤川一

般住宅  

一般

向  

東郷町藤川

３８１６番

地  

木造平家建  １  １  ７

４．

０  

１８，

０００  

昭和５３

年度  

  

１  １  ７

４．

０  

２０，

０００  

寺前住

宅  

一般

向  

東郷町斧渕

３０８番地  

木造２階建  １  ２  ７

８．

６  

２７，

０００  

平成元年

度  

  

木造平家建  １  １  ７

７．

６  

２８，

０００  

平成５年

度  

  

鳥丸西

住宅  

一般

向  

東郷町鳥丸

２３００番

地  

木造２階建  １  ２  ７

８．

６  

２４，

０００  

平成３年

度  

  

竹下一

般住宅  

一般

向  

東郷町山田

３４１１番

地２  

木造２階建  １  ２  ７

８．

６  

２４，

０００  

平成４年

度  

  

宇都一

般住宅  

一般

向  

東郷町斧渕

４８６８番

地１  

木造平家建  ２  ３  ６

２．

９  

４０，

０００  

平成１４

年度  

  

２  ４  ６

２．

９  

４０，

０００  

平成１６

年度  

  

フレグ

ランス

紅梅  

一般

向  

東郷町斧渕

２３番地１  

耐火構造４

階建  

１  ６  ８

１．

６  

５０，

０００  

平成８年

度  

  

４  ４

３．

３０，

０００  

単身

向  
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１  

竹田住

宅  

一般

向  

祁答院町黒

木３４６０

番地１  

木造平家建  ３  ３  ７

４．

１  

２１，

０００  

平成元年

度  

  

原口住

宅  

一般

向  

祁答院町下

手６７８４

番地２  

木造平家建  ３  ３  ７

４．

１  

２１，

０００  

平成元年

度  

  

田子山

住宅  

一般

向  

祁答院町下

手２６１番

地  

木造平家建  ５  ５  ７

４．

１  

２１，

０００  

平成２年

度  

  

麓西住

宅  

一般

向  

祁答院町藺

牟田８０６

６番地１  

木造平家建  ６  ６  ７

４．

１  

２１，

０００  

平成２年

度～平成

４年度  

  

会田一

般住宅  

一般

向  

祁答院町黒

木２７１１

番地  

木造平家建  ２  ２  ７

４．

１  

２１，

０００  

平成３年

度～平成

５年度  

  

４  ４  ５

３．

８  

１９，

０００  

轟町住

宅  

一般

向  

祁答院町下

手７３００

番地  

木造平家建  ２  ２  ７

４．

１  

２１，

０００  

平成３年

度  

  

早馬一

般住宅  

一般

向  

祁答院町上

手６１２番

地  

木造平家建  １  １  ７

４．

１  

２１，

０００  

平成４年

度  

  

２  ２  ５

３．

８  

１９，

０００  

宮ノ宇

都住宅  

一般

向  

祁答院町藺

牟田２８３

７番地  

木造平家建  １０  ２０  ４

２．

７  

１３，

０００  

昭和６１

年度  

  

上町住

宅  

一般

向  

里町里３２

８８番地２  

簡易耐火構

造平家建  

１  １  ５

３．

１４，

０００  

昭和４６

年度  

  



19/27 

６  

薗中住

宅  

一般

向  

里町里３３

６１番地１  

耐火構造平

家建  

１  １  ８

９．

１  

２４，

０００  

昭和６１

年度  

  

戸の崎

住宅  

一般

向  

里町里２７

４番地  

耐火構造平

家建  

１  ２  ５

３．

１  

２２，

０００  

平成２年

度  

  

木造２階建  １  ４  ５

９．

２  

２５，

０００  

平成１０

年度  

山崎住

宅  

一般

向  

里町里１８

８８番地１  

耐火構造２

階建  

１  ２  ６

４．

９  

２６，

０００  

平成７年

度  

  

１  ２  ６

４．

９  

２７，

０００  

平成９年

度  

中樋住

宅  

一般

向  

里町里３７

８８番地１  

木造２階建  １  ４  ４

１．

４  

１９，

０００  

平成１４

年度  

  

木造平家建  １  ４  ３

１．

５  

１５，

０００  

平成１５

年度  

大川住

宅  

一般

向  

里町里３３

８８番地１  

簡易耐火構

造平家建  

１  １  ７

３．

０  

１５，

０００  

昭和４７

年度  

  

中野住

宅  

一般

向  

上甑町中野

２１３番地

５  

耐火構造平

家建  

２  ２  ６

７．

１  

２５，

０００  

平成４年

度  

  

耐火構造平

家建  

１  １  ６

７．

１  

２５，

０００  

平成５年

度  

平良住

宅  

一般

向  

上甑町平良

２３１番地  

耐火構造２

階建  

１  ２  ６

７．

２３，

０００  

平成６年

度  
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１  

平良一

般住宅  

一般

向  

上甑町平良

１２番地１  

耐火構造平

家建  

１  ２  ６

７．

２  

３０，

０００  

平成１６

年度  

  

平良西

住宅  

一般

向  

上甑町平良

６番地１  

簡易耐火構

造平家建  

１  １  ４

１．

０  

１０，

０００  

昭和５０

年度  

  

瀬上第

１住宅  

一般

向  

上甑町瀬上

８００番地

３  

耐火構造平

家建  

１  ２  ６

７．

１  

２３，

０００  

平成７年

度  

  

耐火構造平

家建  

１  ２  ６

７．

１  

２４，

０００  

平成１０

年度  

瀬上第

２住宅  

一般

向  

上甑町瀬上

６６６番地

１  

耐火構造平

家建  

１  １  ６

６．

９  

２７，

０００  

平成１２

年度  

  

前田ふ

るさと

住宅  

高齢

者等

向  

上甑町中甑

５０３番地  

耐火構造平

家建  

２  ６  ５

５．

６  

１４，

４００  

平成１６

年度  

  

一般

向  

２  ２４，

７００  

上甑小

牟田住

宅  

一般

向  

上甑町中甑

３３７番地  

簡易耐火構

造平家建  

２  ２  ４

１．

３  

１６，

０００  

昭和３９

年度  

  

手打松

下川住

宅  

一般

向  

下甑町手打

１０４３番

地１  

耐火構造３

階建  

１  ９  ５

４．

６  

１６，

０００  

平成５年

度  

  

手打薗

山住宅  

一般

向  

下甑町手打

１９０５番

地  

木造平家建  １  １  ４

７．

８  

６，０

００  

平成１１

年度  

  

１  ４

８．

０  

平成１１

年度  
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１  ６

５．

０  

８，０

００  

平成１１

年度  

長浜大

瀬の中

住宅  

一般

向  

下甑町長浜

１８７番地

２  

木造平家建  １  １  ４

７．

５  

６，０

００  

平成１１

年度  

  

１  ４

８．

９  

６，０

００  

平成１１

年度  

１  ６

５．

０  

８，０

００  

平成１１

年度  

青瀬新

町住宅  

一般

向  

下甑町青瀬

３８４番地

１０  

木造平家建  １  １  ４

４．

３  

６，０

００  

平成１１

年度  

  

瀬々野

浦古里

住宅  

一般

向  

下甑町瀬々

野浦９３番

地１  

耐火構造平

家建  

１  １  ７

３．

８  

１９，

０００  

平成１４

年度  

  

長浜城

の中住

宅  

一般

向  

下甑町長浜

５４６番地  

耐火構造平

家建  

１  １  ７

６．

０  

１２，

９００  

平成１０

年度  

 

１  ８

７．

９  

１４，

９００  

平成１０

年度  

 

鹿島宮

田一般

住宅  

一般

向  

鹿島町藺牟

田１５３０

番地８  

耐火構造２

階建  

１  ２  ６

２．

５  

２３，

０００  

平成３年

度  

  

一般

向  

鹿島町藺牟

田１５３６

番地４  

耐火構造２

階建  

１  ４  ３

８．

６  

１２，

０００  

平成６年

度  

  

松之下

住宅  

一般

向  

鹿島町藺牟

田１３７５

番地１  

耐火構造２

階建  

１  ４  ４

０．

６  

１２，

０００  

平成１１

年度  
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奥薗住

宅  

一般

向  

鹿島町藺牟

田２５８番

地  

木造平家建  １  ２  ６

０．

７  

１２，

０００  

平成１５

年度  

  

諏訪原

一般住

宅  

世帯

向  

入来町副田

３２７６番

地１  

木造平家建  １  １  ７

８．

３７  

２８，

３００  

平成５年

度  

 

１  １  ７

８．

３７  

３６，

０００  

平成９年

度  

 

八風一

般住宅  

世帯

向  

入来町副田

６５７６番

地１１  

木造平家建  １  １  ７

８．

３７  

２４，

１００  

昭和６２

年度  

  

入来町副田

６５７６番

地１５  

木造平家建  １  １  ６

１．

２７  

１８，

９００  

昭和６０

年度  

  

黒木第

３一般

住宅  

世帯

向  

祁答院町黒

木２７１１

番地  

木造平家建  ２  ２  ７

４．

１８  

１５，

０００  

平成３年

度  

  

横辺住

宅  

世帯

向  

祁答院町上

手５９３番

地３  

木造平家建  １  １  ５

９．

５６  

７，５

００  

昭和４９

年度  

 

田向住

宅  

世帯

向  

祁答院町上

手１９１４

番地４  

木造平家建  １  １  ５

９．

５６  

７，５

００  

昭和５０

年度  

  

高山住

宅  

世帯

向  

祁答院町上

手２１０４

番地６  

木造平家建  ２  ２  ５

９．

５６  

７，５

００  

昭和５３

年度  

 

２  ２  ５

９．

５６  

７，５

００  

昭和５４

年度  

 

塔牟礼

住宅  

世帯

向  

祁答院町下

手１２０番

地２  

木造平家建  ３  ３  ４

９．

６４  

５，５

００  

昭和４５

年度  
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城ノ下

住宅  

世帯

向  

祁答院町下

手１０７１

番地１  

木造平家建  ２  ２  ４

９．

６４  

５，５

００  

昭和４５

年度  

 

１  １  ５

６．

８６  

６，５

００  

昭和４５

年度  

 

１  １  ５

９．

５６  

７，５

００  

昭和５０

年度  

 

藺牟田

第３一

般住宅  

世帯

向  

祁答院町藺

牟田４１番

地  

木造平家建  １  １  ５

９．

５６  

９，０

００  

昭和５９

年度  

  

長浜迫

田住宅  

世帯

向  

下甑町長浜

６５９番地  

耐火構造２

階建  

１  ２  ５

０．

０５  

９，０

００  

昭和５１

年度  

  

陽成一

般住宅  

世帯

向  

陽成町５５

０２番地１  

木造平家建  ２  ２  ６

４．

０  

３０，

０００  

平成１８

年度  

借上

げ  

中津住

宅  

世帯

向  

上甑町中甑

４９１番地

１  

簡易耐火構

造２階建  

１  ２  ５

０．

０  

１３，

０００  

昭和４９

年度  

  

浦内第

１住宅  

世帯

向  

上甑町小島

１４５番地  

簡易耐火構

造平家建  

１  １  ６

２．

１  

１２，

８００  

昭和５２

年度  

  

１  １  ４

９．

６  

１０，

６００  

昭和５３

年度  

  

浦内第

２住宅  

世帯

向  

上甑町瀬上

８９４番地

２  

耐火構造２

階建  

１  ２  ６

０．

０  

１５，

０００  

昭和５６

年度  

  

平良向

住宅  

世帯

向  

上甑町平良

２８３番地

２  

簡易耐火構

造平家建  

１  １  ５

０．

０  

１０，

３００  

昭和５２

年度  
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山田一

般住宅  

世帯

向  

東郷町山田

３３８５番

地１０  

木造平家建  ２  ２  ６

８．

４  

３０，

０００  

平成１９

年度  

借上

げ  

湯田一

般住宅  

世帯

向  

湯田町５１

０７番地  

木造平家建  ２  ２  ６

１．

５  

３０，

０００  

平成２２

年度  

借上

げ  

西方一

般住宅  

世帯

向  

西方町２４

４５番地１  

木造２階建  １  ２  ７

６．

１  

３０，

０００  

平成２２

年度  

借上

げ  

鳥丸一

般住宅  

世帯

向  

東郷町宍野

１３７２番

地１  

木造平家建  ２  ２  ６

７．

９  

３０，

０００  

平成２２

年度  

借上

げ  

八幡一

般住宅  

世帯

向  

樋脇町塔之

原４５１８

番地  

簡易耐火構

造平家建  

１  １  ５

４．

３０  

１６，

３００  

昭和４９

年度  

  

中津北

一般住

宅  

世帯

向  

上甑町中甑

４８５番地

４  

簡易耐火構

造平家建  

１  １  ４

９．

６８  

１５，

８００  

昭和４３

年度  

 

１  １  ４

９．

６８  

３２，

５００  

昭和４３

年度  

 

平佐東

一般住

宅  

世帯

向  

中村町６９

９８番地１  

木造平家建  ２  ２  ６

７．

２  

３０，

０００  

平成２３

年度  

借上

げ  

湯田内

門一般

住宅  

世帯

向  

湯田町３７

１０番地１  

木造平家建  １  １  ７

６．

３

２０，

０００  

平成元年

度  

 

１  １  ８

９．

３

２１，

５００  

平成８年

度  

 

平良大

平一般

住宅  

世帯

向  

上甑町平良

３７５番地  

耐火構造２

階建  

１  ２  ６

０．

０  

１５，

０００  

昭和５７

年度  
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黒木一

般住宅  

世帯

向  

祁答院町黒

木２５５番

地１  

木造平家建  ２  ２  ６

２．

９  

３０，

０００  

平成２４

年度  

借上

げ  

城上上

塚一般

住宅  

世帯

向  

城上町３６

８５番地２  

木造平家建  ２  ２  ８

３．

６３  

２３，

０００  

平成８年

度  

 

寄田山

ノ口一

般住宅  

世帯

向  

寄田町７９

４番地３  

木造平家建  １  １  ８

９．

３８  

２１，

０００  

平成１０

年度  

 

滄浪小

田一般

住宅  

世帯

向  

久見崎町５

３９番地１  

木造平家建  １  １  ６

８．

５８  

１５，

０００  

昭和６２

年度  

 

城上今

寺一般

住宅  

世帯

向  

城上町４９

７番地４  

木造平家建  １  １  ６

０．

００  

１６，

０００  

昭和５２

年度  

 

上手一

般住宅  

世帯

向  

祁答院町上

手５３９番

地２  

木造平家建  ２  ２  ６

２．

９３  

３０，

０００  

平成２４

年度  

借上

げ  

東笠掛

１号一

般住宅  

世帯

向  

里町里２２

７番地１  

簡易耐火構

造平家建  

１  １  ５

０．

０５  

１５，

０００  

昭和４８

年度  

 

東笠掛

２号一

般住宅  

世帯

向  

里町里２２

７番地１  

簡易耐火構

造平家建  

１  １  ５

８．

３０  

１５，

０００  

昭和５３

年度  

 

平良宮

第２一

般住宅  

世帯

向  

上甑町平良

２１７番地

１  

簡易耐火構

造２階建  

１  ２  ５

０．

００  

１５，

０００  

昭和４９

年度  

 

平良宮

第３一

般住宅  

一般

向  

上甑町平良

２１７番地

１  

耐火構造２

階建  

１  １  ６

０．

０２  

１７，

０００  

昭和５８

年度  

 

下東郷

上之原

一般住

世帯

向  

田海町３６

３６番地１  

木造平家建  ２  ２  ７

２．

８７  

３０，

０００  

平成２５

年度  

借上

げ  
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宅  

勝目一

般住宅  

世帯

向  

勝目町５３

９１番地２  

耐火構造５

階建  

２  ７９  ５

３．

９  

２１，

０００  

昭和５４

年度  

 

立山一

般住宅  

世帯

向  

入来町副田

５９５５番

地６１  

耐火構造５

階建  

１  ４０  ３

９．

８  

１４，

０００  

昭和５４

年度  

 

１  ３９  ５

３．

９  

１９，

０００  

昭和５４

年度  

 

南瀬一

般住宅  

世帯

向  

東郷町南瀬

２１９２番

地２  

木造平家建  １  ２  ６

３．

７６  

３０，

０００  

平成２６

年度  

借上

げ  

寄田一

般住宅  

世帯

向  

寄田町１０

３１番地２  

木造平家建  ２  ２  ６

４．

９９  

３０，

０００  

平成２８

年度  

借上

げ  

東郷藤

川一般

住宅  

世帯

向  

東郷町藤川

１０６６番

地  

木造平家建  １  １  ７

７．

０  

２６，

０００  

平成１３

年度  

 

東郷山

田一般

住宅  

世帯

向  

東郷町山田

３３８５番

地４  

木造平家建  １  １  ７

７．

０  

２６，

０００  

平成１２

年度  

 

山田坂

元一般

住宅  

世帯

向  

東郷町山田

３３２６番

地３  

木造平家建  １  １  ７

２．

８  

２２，

０００  

平成７年

度  

 

東郷南

瀬一般

住宅  

世帯

向  

東郷町南瀬

２１９２番

地２  

木造平家建  １  １  ７

７．

０  

２８，

０００  

平成１４

年度  

 

平佐東

第２一

般住宅  

世帯

向  

中村町７０

３５番地１  

木造平家建  ２  ２  ６

３．

５  

３０，

０００  

平成２９

年度  

借上

げ  

西方第

２一般

世帯

向  

西方町１１

５７番地  

木造平家建  ２  ２  ６

８．

３０，

０００  

平成２９

年度  

借上

げ  
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住宅  ９  

下東郷

上之原

第２一

般住宅  

世帯

向  

田海町３６

３８番地  

木造平家建  ２  ２  ６

６．

７８  

３０，

０００  

平成２９

年度  

借上

げ  

滄浪本

馬場一

般住宅  

世帯

向  

久見崎町１

４５番地１  

木造平家建  １  １  ８

９．

３８  

２７，

０００  

平成８年

度  

 

陽成前

畑一般

住宅  

世帯

向  

陽成町５５

１８番地２  

木造平家建  １  １  ７

７．

２８  

２２，

０００  

平成６年

度  

 

鳥丸第

２一般

住宅  

世帯

向  

東郷町鳥丸

２２６１番

地１  

木造平家建  １  ２  ６

７．

５０  

３０，

０００  

令和元年

度  

借上

げ  

別表第２（第３４条関係）  

名称  所在地  １区画当たり使用料（円／月額）  

勝目一般住宅  勝目町５３９１番地２  ８００

立山一般住宅  入来町副田５９５５番地６１  ８００

 


